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令和４年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 
（工場等におけるエネルギーの使用状況及び管理実態に関する調査事業） 

 
調査報告書 

 

第１部 調査の概要 

 

第１章 概要 

 

１．１ 調査の目的と内容 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）に基づき指定を受け

た特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者（以下「特定事業者

等」という。）の中から、事業者クラス分け評価制度により「省エネが停滞している事業者（以下

「Ｂクラス」という。）」に位置づけられた特定事業者等を対象に、「工場等におけるエネルギー

の使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（以下「判断基準」という。）の遵守状況、エネル

ギー消費原単位（以下「原単位」という。）の悪化要因及び省エネルギーの取組状況等について

特定事業者等の工場等及び本社を訪問調査し、当該特定事業者等のエネルギーの使用の合理化等

に関する理解を深め、省エネルギーの促進を総合的に図った。 

本事業は資源エネルギー庁からの委託により一般財団法人省エネルギーセンター（以下「セン

ター」という。）が実施した。 

 

１．２ 調査の対象 

事業者クラス分け評価制度に基づき、2021 年度に提出された省エネ法定期報告書でＢクラスに

位置づけられた特定事業者等を対象として、250 件の調査を実施した。 

 

１．３ 調査期間 

2022 年 8月 15 日～2023 年 3月 31 日 

 

１．４ 調査結果の概要 

調査結果（調査対象は調査時点における最新年度実績である 2021 年度の実績）の概要は以下

のとおりである。 

 

①工場等に適用される判断基準の遵守状況について評点化した結果は、全事業所の平均で

91.6 点であり、判断基準は概ね遵守されていた。 

②事業場（専ら事務所）と工場の区分では工場の方が判断基準の遵守状況の評点がやや高かっ

た。また、指定区分では事業場、工場ともに指定工場等の方が、指定工場等を持たない特定

事業者等の事業所よりも高かった。 

③判断基準の項目別にみると、事業場では「ボイラー設備、給湯設備」、工場では「廃熱の回

収利用」が他の項目に比べて比較的遵守されていない状況であった。調査では、事業者に対

して遵守が不十分な項目を指摘し、改善策について情報提供した。 

④原単位を 5 年度間（2017 年度～2021 年度）平均で 1％以上改善した件数の調査件数に対す

る割合は、事業場では 12.0％、工場では 14.3％と、両者ともに少なかった。この理由は、
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次の⑤及び⑥に示したように、コロナ禍等による影響が大きいと考えられる。 

⑤原単位の悪化要因は、事業場では「作業等の環境対策」が最も多かった。この理由は、コロ

ナ対策として、換気を行いながら空調を使用したので空調用エネルギーが増加したためであ

る。一時は業務を縮小又は停止していたが、再開した事業所もあった。 

⑥工場の悪化要因は、「生産の減少」が他の要因よりもかなり多く、原単位が 1％以上改善で

きなかった工場の 70％以上がこの要因に該当した。生産量が減少すると、空調、照明及び

用役設備等の固定的なエネルギーの比率が増加するためである。事業場と同様に、コロナ禍

の影響が大きいと考えられる。 

 調査では、事業者に対して原単位の悪化要因の分析結果を提示し、改善案について情報提供

した。 
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１．１．３ 事前調査書等の確認修正 

事業者から提出された事前調査書（総括表・ 個票を含む）については、センターの職員が記載

内容を確認し、必要に応じて事業者に確認したうえで修正し、現地調査用の資料とした。なお、

記入方法等についての調査先からの問合せには、考え方や具体的な計算方法等詳細に対応するこ

とによって、相互理解を図った。 

 

１．１．４ 現地調査日程年間スケジュールの作成及び調査員の選定 

現地調査日程の年間スケジュールを作成の上、資源エネルギー庁省エネルギー・ 新エネルギー

部省エネルギー課（以下「省エネルギー課」という。）へ送付し、関係官庁の同行者を確認した。 

現地調査を実施する調査員については、現地調査実施場所を担当するセンター支部に所属する

技術調査員の中から、現地調査 1 件につき、原則として第一種エネルギー管理指定工場等のエネ

ルギー使用量や設備の種類が多い工場等には 2名、それ以外の工場等には 1名を選定した。 

調査先には現地調査の日時、調査員氏名及び同行者氏名を通知するとともに、調査員及び同行

者には事前調査書及び関連書類をあらかじめ送付して事前に内容を確認した上で、現地調査を実

施した。 
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１．２ 現地調査 

１．２．１ 現地調査の方法 

調査員が調査対象の指定工場等、非指定工場等を訪問し、原則としてエネルギー管理統括者、

エネルギー管理企画推進者、指定工場等の場合はエネルギー管理者（又はエネルギー管理員）及

び実務担当者の応対により、原則として 10時から 17時までの間で実施した。 

なお、コロナ対策のため、ＷＥＢ形式による調査も準備していたが、調査対象事業者の希望が

なかったため、この方式による調査は実施しなかった。 

現地では、あらかじめ提出を受けた事前調査書等に基づき、現地にて提供された事業者（事業

所）の概要、管理体制、管理標準及び記録シート等を必要に応じて閲覧の上、以下の内容につい

て、表 2.1.3 のスケジュールにて調査した。 

①全般（工場等の概要、主要設備の概要及びエネルギー管理の概要等） 

②専ら事務所又は工場等（専ら事務所に該当するものを除く）に適用される判断基準の遵守状況 

③原単位の改善の努力目標に対する状況、悪化（又は改善）理由、改善策及び取組状況 

④中長期計画の内容及び期待効果（努力目標達成に見合うものか等） 

⑤省エネルギー活動の状況 

⑥省エネ改善策及び原単位管理等に関する情報提供（１．２．３項参照） 

⑦意見交換 

表 2.1.3 現地調査（訪問調査）の進行表（代表例） 

10:00 調査開始（調査趣旨説明、スケジュールの確認等） 

10:05 事業所概要の確認 

10:20 事前調査書の内容確認等（原単位、中長期計画書、省エネ活動等） 

12:00 昼食・ 休憩 

13:00 設備の現場状況確認 

13:40 個票の内容詳細確認（判断基準の遵守状況） 

16:00 調査結果の総括と意見交換 

17:00 調査終了 

 

１．２．２ 原単位の悪化要因とその改善策についての仮説の設定と検証 

調査を効果的に実施するため、原単位の悪化要因とその改善策について、あらかじめ事前調査

書等により仮説をたてておき、現地調査で検証するように努めた。 

 

１．２．３ 省エネ改善策及び原単位管理等に関する情報提供 

調査では、事業者の今後の省エネルギー促進を図るため、省エネ改善策及び原単位管理等に関

する情報提供資料をあらかじめ準備し、訪問時に提出するとともに、これを用いて原単位の悪化

要因及び改善策についての意見交換を行った。準備した資料は以下のとおりである。 

①原単位の改善策について（過去の調査事業の調査報告書からの抜粋） 

②省エネ推進の取組事例 

③原単位のグラフ 

 

  



 

9 

１．３ 判断基準の遵守状況の評価 

現地調査の結果から、専ら事務所及び工場等（専ら事務所に該当するものを除く）に適用され

る判断基準についての遵守状況を以下のとおり評点化した。 

１．３．１ 設備ごとの個票による評価 

設備ごとの個票により、エネルギー使用設備に適用する判断基準の項目毎に管理標準の設定状

況と遵守状況を以下の基準により「○」、「△」、「×」で評価した。（図 2.1.1 の①参照） 

（１）設定状況の評価 

当該設備に関係する判断基準の項目が管理標準に反映されているかどうかについて評価 

○：反映されている 

△：一部反映されている 

×：反映されていない 

（２）遵守状況の評価 

管理標準に定められているとおりに実行されているかどうかについて評価 

①「管理又は基準」 

○：管理標準で定められている管理又は基準に基づいて行われている 

△：一部行われている 

×：行われていない 

②「計測及び記録」 

○：管理標準で定められている頻度の 80 パーセント以上の頻度で実施 

△：50 パーセント以上 80 パーセント未満の頻度で実施 

×：50 パーセント未満の頻度で実施 

③「保守及び点検」 

○：管理標準で定められている頻度の 80 パーセント以上の頻度で実施 

△：50 パーセント以上 80 パーセント未満の頻度で実施 

×：50 パーセント未満の頻度で実施 

④「新設に当たっての措置」 

前年度に新設・ 更新された設備について、判断基準で留意事項の規定がある場合に評価 

○：当該事項を遵守している 

×：遵守していない 

 

１．３．２ 個票ごとの評点化 

個票ごとに、「○」は 2点、「△」は 1点、「×」は 0点として合計し、当該設備の事業所全体に

対するエネルギー使用割合を掛けて重み付け評価点を計算した。また、同様に、全て○であった

場合の重み付け満点を計算した。（図 2.1.1 の②参照） 
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１．４ 現地調査のまとめ 

１．４．１ 現地調査報告書の作成 

現地調査を実施した調査員が所定の様式及び評価欄に記入した個票等にて報告書案を作成し、

センターが精査の上、現地調査報告書を作成した。 

 

１．４．２ 調査先への通知 

調査結果については以下の項目を記入した通知書を作成し、調査先に送付した。 

①判断基準遵守状況の評価点及び遵守不十分な個所があればそのコメント 

②原単位の推移及び改善努力目標の達成の有無 

③原単位の悪化要因と対策案 

④中長期計画の期待効果の評価と不十分な場合の対策案 

その後、調査先から通知書について問い合わせがあった場合は、対応した。 

 

１．４．３ 調査後のアンケート調査 

調査後、アンケートを実施し、今回の調査による調査先の省エネルギー取り組みへの効果（影

響）及び調査の今後の実施方法に役立つ意見等を確認した。 
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２．１．４ 業種別の総合評価点 

総合評価点の業種別の平均点及び点数範囲を、母数が 3 件以上ある業種について平均点が高

い順に表 2.2.3 及び図 2.2.5 に示す。結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①各業種を事業場と工場に区分して全体を俯瞰すると、事業場の各業種の方が工場の各業種よ

りも全般に低かった。この理由は、工場の方が管理標準等の規定が整備され、記載された管

理内容に従って作業を行うことが浸透しているためと考えられる。 

②業種ごとの差があり、最も高い廃棄物処理業と最も低い印刷・ 同関連業とでは 10.6 ポイン

トの差があった。業種によって、工場等の規模、設備の種類、人員及び管理状況等に差があ

るためと考えられる。 

③総合評価点が高い業種は、値のばらつきを示す変動係数（大きいほどばらついている）が概

ね小さく、評価点が低い事業所がなかったことが、高評価点につながった。これらの業種は

従来から操業されているか又は事業所の規模が大きいので、管理標準による操業管理が定着

しているため、評価点が低い事業所が少なかったためと考えられる。 

 

（２）事業場 

①学校教育が 89.8 点と最も高く、次いで選択・ 利用・ 美容・ 浴場であり、業種間による大き

な違いはみられなかった。 

②ただし、学校教育については値のばらつきを示す変動係数が 0.0668 と他に比べて大きく、

調査した小中学校等で差が大きかった。総合評価点が高かった小中学校は上位組織である市

の環境方針等に従って管理標準を設定し遵守されていたが、低かった小中学校では市の方針

が学校現場まで十分に浸透していない状況であった。また、調査では学校現場における職員

の多忙さも省エネが進みにくい理由との意見も聞かれた。 

 

（３）工場 

①廃棄物処理業が 95.8 点と最も高く、化学工業が続いた。これらの業種は比較的大規模な自

動化設備を持ち、従来から管理方法が確立されている工場が多く、管理標準による操業管理

が定着しているものと考えられる。 

②最も低かったのは印刷・ 同関連業で 85.2 点であった。この業種は工場規模が比較的小さ

く、人員も少ない場合も多いが、印刷工程は加熱、冷却工程が工場内に分散してあり、また

溶剤処理等の熱処理を要する工程もある等、規模の割にエネルギー使用設備が多いので、省

エネ管理が行き届かない場合も多いことが要因と考えられる。 

③次いで低かったのは、はん用機械器具製造業の 87.9 点と非鉄金属工業の 88.1 点であった。

これらの工場は、規模や工程が多様で、エネルギー利用方法も、燃焼、蒸気利用、電気加熱

及び電動力利用と種々あるため、管理不十分な個所が散見された。 

④値のばらつきを示す変動係数については、総合評価点が最も高かった廃棄物処理業では

0.0341 と小さかったのに対し、総合評価点が低かった印刷・ 同関連業では 0.2039 と約 6倍

であった。これは、上記の①で記載したように、比較的大規模で安定した操業ができている

業種では管理が工場全般に行き届きやすいのに対し、工程やエネルギー利用方法が多様かつ

需要に合わせて変化することが多い業種では、工場によって管理状況に差が出やすいためと

考えられる。 
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２．２ 判断基準の遵守状況（項目別） 

２．２．１ 事業場の判断基準の項目別の遵守状況 

事業場の判断基準の項目別の評価点の平均点を、指定区分別に、表 2.2.4 及び図 2.2.6 に低い

順に並べて示す。 

結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①指定区分別にみると、多くの項目で指定工場等の方が非指定工場等よりも高かった。 

②指定工場等の方が高かった理由は、調査した指定工場等は研究施設及び総合スーパーといっ

た大規模施設であり、エネルギー管理員を中心とする管理が比較的出来ており、また、管理

会社と契約して日常運転管理を実施しているのに対し、非指定工場等の多くは、営業所、店

舗及び小中学校等の小規模施設であって専門的にエネルギー管理に従事できる者が少ないた

め、管理標準を整備して管理するところまで手が回らないことが多いためと考えられる。 

 

（２）指定工場等 

①指定工場等では、各項目とも遵守状況はよかったが、「(2)ボイラー設備、給湯設備」が 89.6

点と最も低かった。ボイラー設備の空気比や燃料使用量等の燃焼管理が未設定で遵守されて

いなかった。ボイラー設備は、委託して定期的に点検していることが多いが、点検記録に空

気比等の結果がない場合には、点検会社に依頼して点検・ 管理する必要がある。 

 また、ボイラー設備は自動運転されているので、特に不具合が無ければ管理する意識が薄く

なる傾向があることも背景にある。 

 また、空気比の低減が省エネになることについての認識が不十分で空気比が調整されていな

いことも一因である。 

②一方、「(3)照明設備、昇降機、動力設備」、「(1)空気調和設備、換気設備」及び「(7)業務用機

器」についてはほぼ遵守されていた。指定工場等においては、これらの機器の管理が省エネ、

あるいは作業環境維持に必要であるとの認識があって、管理されているものと思われる。 

 

（３）非指定工場等 

①非指定工場等で最も低かったのは、指定工場と同様に「(2)ボイラー設備、給湯設備」の 71.3

点で、指定工場等よりもかなり低く、18.3 ポイントの差があった。この理由は、特に給湯設

備の管理が不十分であったことによる。給湯設備もボイラーと同様の燃焼管理が必要である

が、蛇口を開けば湯が出ることに安心して管理が疎かになる傾向がある。 

②次いで、「(3)照明設備、昇降機、動力設備」も 77.0 点で、指定工場等と 23.0 ポイントの差

があった。この理由は、非指定工場等では、照度の管理がほとんど実施されていなかったた

めである。 

 従事者は照明の管理は不要時消灯で十分と考え、また、エネルギー管理員等の判断基準の内

容をよく知る者がいないために照度管理が判断基準に規定されていることを知らないことも

多かった。 

③3番目に低かったのは「(6)事務用機器、民生用機器」の 80.0 点であった。事務用機器は不要

運転等を防止する必要があるが、管理されていない場合が散見された。パソコン等のＯＡ機

器は省エネタイプのものを採用している事業場は多かったが、省エネ効果が最も高いのは不

要時に停止することであるので、ルール化と遵守が望まれる。 

④また、「(1)空気調和設備、換気設備」も 81.8 点と低かった。この理由は、室温等の記録が実
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２．２．２ 工場の判断基準の項目別の遵守状況 

工場の判断基準の項目別の評価点の平均点を、指定区分別に、表 2.2.5 及び図 2.2.7 に低い順

に並べて示す。結果は以下のとおりである。 

（１）全体 

①指定区分別にみると、ほとんどの項目で指定工場等の方が非指定工場等よりも高かった。 

②指定工場等の方が高い理由は、指定工場等ではエネルギー管理者又は管理員が配置され、彼

らを中心としたエネルギー管理が実行されているためである。このため、省エネ法に基づく

管理が非指定工場よりも行き届いていると考えられる。 

また、非指定工場等に比べて設備数も多いが、人員も多く、管理部門、現業部門、設備管理

部門等に専門知識を持った担当者を配置できることも背景にあると考えられる。 

③全体として最も低い項目は、「(3)廃熱の回収利用」で指定工場等が 76.2 点、非指定工場等が

76.2 点であった。この理由は、工場では製品側の管理に主眼が置かれているために、廃ガス

や蒸気ドレン等の付帯項目の管理にまで意識が及んでいないためである。また、不十分な例

は、廃熱回収設備が付帯していることが多いボイラーよりも、工業炉の方が多かった。工業

炉は構造が業種や工程により多様であって、設置コスト、設置スペース又は廃ガスの性状等

の制約で廃熱回収設備を設置していない場合もあり、廃熱回収の視点がやや不足しているた

めと思われる。 

 また、蒸気ドレン等の廃熱の回収利用の範囲が未検討で、設定されていない場合も散見され

た。蒸気ドレンからの熱回収は、加熱設備の予熱等に利用できる場合があるので、設備投資

の採算性も含めて検討する余地がある。 

 

（２）指定工場等 

①指定工場等では、上記の「(3)廃熱の回収利用」に次いで、「(5-1)放射・ 伝導等による熱損失

防止」も 87.4 点と低かった。具体的には、炉壁の温度の計測・ 記録が不十分であった。その

理由は、上記の「(3)廃熱の回収利用」と同様に、加熱設備の管理の観点が製品側中心で、断

熱部分の熱損失防止管理にまで及んでいないためと考えられる。 

②次いで、「(2-2)空調・ 給湯設備」が 90.0 点と低かった。一般の工場では空調環境は製品の品

質に直接関係しないために重要視されないことも多く、こまめな管理ができていないことが

背景にあると考えられる。 

 一方、クリーンルーム等が設置されている工場では、温度及び湿度等の項目が細かく管理さ

れていたが、製品の品質優先で空調条件が設定されていることが多いので、省エネの観点に

よる管理が実施されにくいとの状況もあった。 

 

（３）非指定工場等 

①非指定工場等も項目ごとの点数の傾向は指定工場等と同様で、「(3)廃熱の回収利用」が 76.5

点と最も低く、次いで「(2-2)空調・ 給湯設備」及び「(5-1)放射・ 伝導等による熱損失防止」

が低かった。 

②指定工場と最も差があったのは「(2-2)空調・ 給湯設備」で、指定工場等より 10.7 ポイント

低かった。非指定工場等では人員も少なく（人手不足が解消できないとの声も多い）、空調設

備の管理にまで手が回らない状況があると考えられる。 
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・ なお、製品構成の変化が原単位に与える影響が大きい場合には、後述のように原単位の分

母が適切かどうかを検討することも考えられる。 

 

③小ロット多品種化の対策 

・ 品種の入れ替え時の生産に寄与しないエネルギー消費の増加や稼働効率の低下等の悪化要

因が考えられるので、これらについて分析し、上流工程待ちの短縮や工程の集約化を図

る。 

・ また、生産計画の段階でロットの集約ができれば効果的であるので、生産計画部門と製造

部門が連携して計画を立てることが望ましい。 

 

（４）原単位の運用管理の強化による改善策 

①原単位の推移の詳細な分析と改善テーマの検討 

・ 単なる推移確認だけではなく、固定的なエネルギーの寄与、設備や工程ごとのエネルギー

使用状況、定常的又は突発的な悪化（改善）要因の分析等を実施することによって、今後

の省エネ対策のテーマの発掘と検討を行う。 

 

②原単位の算定方法の見直し 

・ 現在の原単位の分母に用いている項目が適切ではないために、原単位がエネルギー使用状

況を適切に表せていない場合がある。例として、省エネ対策を実施しているにもかかわら

ず、市場ニーズ対応でエネルギー多消費型の製品の割合が大きく増加したため、生産量単

純合計を分母として算定している原単位が悪化している事例がある。この場合、エネルギ

ー使用量に相当する重み付け係数による換算生産量に分母を見直す等の対応が考えられ

る。 

・ ただし、分母の見直しは、原単位改善の解決策ではなく、適切に省エネ推進状況を評価す

るための手段であるので注意が必要である。 

 

（５）工場等の管理標準の整備及び活用による改善策 

①管理標準を現場で活用するための規定類の体系化 

・ 省エネに関する管理標準は作成されていても管理部門での運用に留まり、実際に操業して

いる現場では別の作業手順書を使用しているため、現場では省エネの観点が薄くなってい

る事例が見られる。そこで、これらの規定類の関連付けを明確にして体系化することによ

って、省エネを意識した操業管理を行うことで省エネを図ることが出来る。 

②管理標準の管理値等の見直し 

・ 管理標準が長期間見直されていない事例がみられる。省エネ法が改正されても反映されて

いないこともある。また、管理内容が曖昧で管理値の上限・ 下限等が設定されていない場

合や、管理幅が広すぎて実際には役立っていない事例がみられる。必要な管理値を設定

し、定期的又は必要時に見直すことが、継続的に省エネを図っていくためには重要であ

る。 

 

（６）事業者全体の取り組みによる改善策 

①取組方針・ 目標の設定、遵守及び評価を実施するための取り組み 

・ 取組方針を、例えば「原単位を年間 1％削減」と設定していても、それを実行するための
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具体的な目標や方法が設定されていないと、省エネは進みにくい。 

・ 省エネの成果を上げている例として、「目標管理システム※」を実施することによってＰ

ＤＣＡサイクルを回し、持続的な省エネ改善を実行している事例があった。このように、

取組方針を実現するための具体的な方策を決めることが重要である。 

 

※目標管理システム：事業者の取組方針を受けて工場等の目標を設定し、更に各部門の個

別目標に展開して、担当者、スケジュール及び評価方法を決めて実行するシステム 

 

②中長期計画に設定した高効率化設備への更新や業務効率化等の省エネ対策の確実な実行 

・ 計画された省エネ対策を、具体的な実施計画を立てて、実行に移すことが重要である。経

営状況などによって、投資案件が先延ばしされることもあるが、実施計画を立てていれ

ば、時機を見てすぐに復活させることが出来る。 
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２．４．２ 原単位の改善策の個別事例 

個別の現地調査において判明し、当該事業者に通知した原単位の悪化要因と改善策についての

事例を以下に示す。 

（１）事業者Ａ 

【悪化要因】 

①コロナ対策のための換気増加による空調エネルギーの増加 

【改善策】 

①CO2 メーターの活用による、換気の適正化（空調負荷の低減） 

②管理標準の設定による管理の徹底 

 

（２）事業者Ｂ 

【悪化要因】 

①作業環境改善のための空調エネルギー使用量の増加 

【改善策】 

①外気温度の低い期間の外気冷熱の利用によるフリークーリングの検討（冷却塔や熱交換器の

利用による冷凍機の停止） 

 

（３）事業者Ｃ 

【悪化要因】 

①生産量の減少による固定エネルギーの割合の増加 

②製品構成の変化によるエネルギー多消費型製品の増加 

【改善策】 

①蒸気ボイラーの運転台数の見直し 

②空気圧縮機の吐出圧力の低減 

③空気配管の漏洩、圧損対策 

④給排気ファン等のインバーター化 

 

（４）事業者Ｄ 

【悪化要因】 

①小ロット多品種化による生産効率の低下 

②生産量の減少による固定エネルギーの割合の増加 

【改善策】 

①生産工程の解析による少ロット多品種化対応（段取り変え時のロスの削減） 

②インバーター導入の拡大又は機器小型化による減産対応 

 

（５）事業者Ｅ 

【悪化要因】 

①生産設備の増強による使用エネルギーの増加 

②作業環境確保のための換気の増加による空調負荷の増加 

【改善策】 

①新設生産設備等における管理標準の基準値等の整備（より省エネの方向へ）及び遵守 

②空調設備などの高効率設備への更新  
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２．６．３ 内的要因の内容 

原単位の悪化要因が、省エネと関係がある内的要因については、以下のような内容であった。 

・ 業務拡大や設備増強などを事業者の経営方針により実施した。 

（背景に市場ニーズの変化等があっても、方針として実施した場合を含む。） 

・ 付加価値の高い（エネルギー使用量が多い）製品を事業者方針で増産した。 

・ 事業者の設備の保全不足等の要因で設備トラブルがあった。 

これらの要因は、実施した業務拡大や設備増強が軌道に乗り、また、製品構成の変化に合わせ

てエネルギー使用量に密接に関係する分母を適切に選定すれば、原単位は改善の方向に向かうも

のと考えられる。 
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２．２ 意見・ 要望の内容 

意見・ 要望の具体的な内容は以下のとおりである。 

（１）原単位に関する意見・ 要望 

調査対象が複数年Ｂクラスに分類されている事業者であることもあり、省エネルギーの取り

組みを行っているにもかかわらず、コロナ禍や市場ニーズの変化等の外的要因に起因し結果的

に原単位が悪化に陥った事業者からの相談が多く寄せられた。調査では調査先事業所の実態を

踏まえた原単位分母の提案等のアドバイスを実施した。 

主な内容は以下のとおりである。 

①原単位分母の適切な設定方法のアドバイスがほしい。 

②外部要因に左右されない原単位分母の設定方法を知りたい。 

③原単位分母の変更実施手続きについて知りたい。 

④経済合理性のある省エネ対策は既に実施してきたため、原単位の年平均改善率が 1％以上

には限界がある。原単位に代わる方法で省エネへの取り組みを評価してほしい。 

 

（２）省エネ推進の取組表明 

調査に出席されたエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者（員）

等の方から省エネ推進の取組を進めるとの意思が表明された。 

主な内容は以下のとおりである。 

①工場調査を契機に現状把握と原単位の悪化要因分析を行い、改善策を検討していく。 

②工場調査を契機に管理標準を整備し、運用改善に努める。 

③原単位を現状に合ったものへと見直し、改善する。 

④エネルギー管理士などの人材の育成・ 確保を実施する。 

⑤老朽化した設備などを高効率設備に更新する。 

⑥生産効率化を進めることで、原単位を改善する。 

⑦再生可能エネルギーの利用による原単位の改善を検討する。 

 

（３）省エネ診断・ 情報提供に関する意見・ 要望 

省エネ推進のための技術者がおらず、省エネ診断等の外部からの補助を望む意見や、情報提

供を要望する声があった。調査では、省エネ診断や資源エネルギー庁のファクトシート、省エ

ネ大賞事例集などの情報などを紹介した。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①同業他社の原単位の算定方法を教えてほしい。 

②同業他社の改善事例を教えてほしい。 

③技術者がいないので、省エネ診断を希望する。 

④省エネ活動をサポートしてくれるコンサルタント等を紹介してほしい 

⑤省エネセミナー等の講習会はオンラインで開催してもらえれば参加しやすい。 

⑥省エネ機器の情報がほしい。 

 

（４）省エネ行政に関する意見・ 要望 

Ｂクラスに指定されたことに関して、原単位やベンチマーク等の一律の数値基準だけでなく、

省エネ努力の評価や業種による特殊事情等を考慮してほしいとの意見が多かった。 

また、国内需要が停滞もしくは減少している状況で、生産量の増加は今後見込みにくいので、
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原単位を毎年改善していくのは困難となっているとの意見もあった。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①クラス分け評価制度は、原単位やベンチマーク等の一律の数値基準だけでなく、省エネ努

力の評価等も考慮してほしい。 

②国内需要が停滞もしくは減少している状況で、生産量の増加は今後見込みにくい。したが

って、原単位の継続的な改善よりも、エネルギー使用量そのものの削減を指標とすべきで

はないか。 

③環境対策や法的規制の強化、コロナ対策、自然災害影響などの事業者が調整できない外的

要因により原単位の悪化を余儀なくされている。原単位の評価ではその実情を考慮してほ

しい。 

④中長期目標としての年平均原単位 1％の改善目標を継続することは、年を追うごとに困難

になり非常に厳しい状況になって来ている。原単位に代わる評価も検討してほしい。 

⑤省エネ法以外にも他の省庁や自治体に同様の報告書の提出があるので、一本化出来ないか。 

⑥省エネ活動の技術支援をしてほしい 

⑦省エネ機器の情報がほしい。 

⑧省エネセミナー等の講習会はオンラインで開催してもらえれば参加しやすい。 

⑨再生可能エネルギー発電賦課金に係る減免認定の優遇配慮を希望する。原単位指標による

認定判定とは別に、省エネに貢献する製品の製造等に関する優遇配慮を希望する。 

 

（５）省エネ補助金に関する意見・ 要望 

事業者が進める省エネ対策には、費用面で限界があるため、国の補助金制度による支援が必

要であるとの意見が多数寄せられた。 

また、補助金を活用した省エネ投資は原単位改善に非常に効果的であると広く認識されてお

り、具体的な要望も多くあった。主なものは以下のとおりである。 

①補助金申請の手続きを簡素化してほしい。 

②国、県、市町村でスキームが異なるため、相談窓口を含めて統一してほしい。 

③補助金は、優良事業者よりも省エネ対策に苦労しているＢクラスの事業者こそ対象にする

べきである。 

④補助金の対象設備を拡大してほしい。 

⑤募集枠について、みなし大企業でも利用可能な機会を増やしてほしい。 

⑥設備改造には複数年かかることが多いため、1 年以内に完了する案件だけでなく複数年の

案件も対象にしてほしい。 

 

（６）判断基準に関する意見・ 要望 

「判断基準の内容の解釈が難しい」との意見が多く寄せられた。 

主な意見・ 要望は以下のとおりである。 

①判断基準の内容が難解でわかりにくいため、簡素化してほしい。 

②実際の設備にどの項目を適用させるのかわかりにくい。 

③業種や規模に応じた解説版が必要である。 

 

以上 




